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○
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
三
十
四
号

国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
五
号
）
第
九
条
の
六
第
三

号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
登
録
実
務
講
習
の
一
部
を
通

信
の
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

第
一

登
録
実
務
講
習
の
一
部
を
通
信
の
方
法
に
よ
り
行
う
場
合

国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
国
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
六
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
登
録
実
務
講
習
の
一
部
を
通
信
の
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
は
、
国
規
則
第
九
条
の
六
第
二
号
に
規
定
す
る
講
義
の
内

容
の
う
ち
二
十
時
間
に
相
当
す
る
も
の
に
代
え
て
、
そ
れ
と
同
程
度
に
受
講
の
効
果
を
得
ら
れ
る
通
信
講
座
（
以
下
単

に
「
通
信
講
座
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
後
に
、
通
学
の
方
法
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
方
法
（
映
像
及
び
音
声
の
送

受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
講
義
を
す
る
方
法
又
は
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
視
聴
覚
教
材

等
必
要
な
教
材
に
よ
り
講
義
を
す
る
方
法
で
あ
っ
て
受
講
者
の
受
講
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
講
義
を
七
時
間
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
国
規
則
第
九
条
の
六
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
い
ず
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れ
の
事
項
に
お
い
て
も
全
て
が
通
信
講
座
に
よ
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
当
該
通
信
講
座
の
教
材
は
、
国
規
則
第
九
条
の

六
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
実
践
的
な
知
識
を
修
得
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
十
分
な
内
容
と
認
め

ら
れ
る
印
刷
教
材
、
当
該
印
刷
教
材
及
び
講
義
を
収
録
し
た
視
聴
覚
教
材
並
び
に
講
義
内
容
の
全
体
を
把
握
す
る
た
め

に
必
要
か
つ
十
分
な
内
容
と
認
め
ら
れ
る
視
聴
覚
教
材
そ
の
他
の
適
切
な
内
容
の
視
聴
覚
教
材
と
し
、
必
要
に
応
じ
て

そ
の
他
の
教
材
を
併
せ
て
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二

登
録
実
務
講
習
修
了
試
験

国
規
則
第
九
条
の
六
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
登
録
実
務
講
習
修
了
試
験
（
以
下
「
修
了
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一

択
一
式
、
正
誤
式
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
試
験
に
よ
っ
て
、
講
義
内
容
全
体
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
的
確
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

標
準
的
な
内
容
の
問
題
を
出
題
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

修
了
試
験
の
問
題
の
作
成
、
実
施
及
び
合
否
判
定
を
厳
正
か
つ
公
正
に
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三

修
了
試
験
の
合
格
基
準

国
規
則
第
九
条
の
六
第
十
号
の
規
定
に
よ
る
修
了
試
験
の
合
格
基
準
は
、
第
二
の
修
了
試
験
に
つ
い
て
八
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
の
成
績
で
あ
る
も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
五
年
国
土
交
通
省

令
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


